
≪よくわかるところに貼っておいてください≫ 

平成２４年度 気象警報発令に伴う臨時措置について 

貝塚市立東山小学校 

校長  深井利惠子 

 

気象警報発令に伴う臨時措置について、下記のように致し

ます。 

 

 

 

 

☆午前 ７時現在、上記の気象警報が発令されている場合は

休校とします。 

 

★７時から始業時間までに、警報が発令された場合も休校と

します。登校をさせないでください。すでに登校した児童

については、ご家庭と連絡の上、下校させていただきます

ので、必ず連絡をとれるようにしてください。 

 

★授業開始後に警報がでた場合は、天候に応じて、集団下校

させていただくことがありますので、その時の対応を、ご

家庭で話し合って頂き、約束を決めて、右記用紙に記入の

上、学校へご提出ください。 

 

※上記に関する情報は、ホームページや申込んで頂いた連絡
メールでお知らせします。 

http://www.kaizuka.ed.jp/yama-el/ 

 

ここにいう 気象警報とは、貝塚市に発令された気象警報のうち 

暴 風 警 報 または 大 雨 警 報 とします 



《集団下校時のご家庭での対応について》 
☄集団下校時の約束について、あてはまるものに○を記入

してください。 
  （  ）鍵をあけて、家に入ってまつ。 
  （  ）となりの家などにいく。 
  （  ）家に入って、親の職場に電話する。 
   《但し、電話が通じない時のことも約束しておく》 
  （  ）学校へ迎えに行くので、学校で待機している。 
  （  ）その他 
 
 
 
☄約束したことを書いて、よく見えるところにはっておき

ましょう。 
           きりとり線            
(  ）年(  )組 児 童 氏 名（         ） 
         保護者氏名（         ）印 
 
集団下校時の対応について話し合って約束しました。 
 その約束は 

 （  ）鍵をあけて、家に入ってまつ。 
  （  ）となりの家などにいく。 
  （  ）家に入って、親の職場に電話する。 
   《但し、電話が通じない時のことも約束しておく》 
  （  ）学校へ迎えに行くので、学校で待機している。 
  （  ）その他 
 
 
 
                       です。 
その時の緊急の連絡先は 
 
 
 
                       です。 

 

 

 

 


